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明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争
(1) 

高

寺

貞

男

論

争

前

史

「
我
商
法
-
一
ハ
所
謂
新
旧
二
商
法
ア
リ
〔
明
治
三
三
年
四
旦
石
日
法
樟
第
三
十
二
号
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
た
〕
旧
商
法
ハ
独
逸
人
「
ロ
エ
見
レ
ル
」

氏
ノ
起
草
-
一
係
リ
タ
ル
手
ノ
ニ

γ
テ
L

そ
の
際
、

ス
ル
部
分
ヲ
除
キ
悉
ク
他
ノ
部
分
ヲ
規
定
セ
リ
L

一
八
六
一
年
の
「
普
通
独
国
商
法
・
・

4

ハ
・
我
商
法
中
保
険
、
手
形
、
破
産
-
一
関

も
ち
ろ
ん
、
財
産
評
価
規
定
も
右
の
一
腹
「
独
逸
商
法
ヨ
リ
抄
出
ス
ル
処
一
一
ジ
九
」

「
日
本
商
法
・
・
:
第
一
二
十
二
条
に
は
〔
一
般
ド
イ
ツ
商
法
第
三
十
一
条
と
〕
実
質
的
に
同
じ
規
定
が
含
ま
れ
て
い
〕
た
。

す
な
わ
ち
、
旧
商
法
第

一
般
ド
イ
ツ
商
法
第
三
十
一
条
の
無
形
容
の
「
価
値
(
者
2
5
)
の
代
り
に
当
時
の
相
場
文

は
市
場
価
値
(

}

O

当
2
U弔
問
回

E
E
Z
冨
PHrQZHろ
と
規
定
さ
れ
て
い
」
た
。

一
十
二
条
第
一
一
項
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、

(
旧
商
法
第
三
十
三
条
第
二
項
)

財
産
目
録
及
ヒ
貸
借
対
照
表
ヲ
作
ル
ニ
ハ
総
テ
ノ
商
品
、
債
権
及
ヒ
其
他
総
テ
ノ
財
産
目
一
当
時
ノ
相
場
文
ハ
市
場
価
直
ヲ
附
ス
排
償

ヲ
得
ル
コ
ト
ノ
確
ナ
ラ
廿
ル
債
権
-
一
付
テ
ハ
其
推
定
γ
得
へ
キ
損
失
額
ヲ
相
除
ジ
テ
之
ヲ
記
載
γ
又
到
底
損
失
一
一
帰
ス
可
キ
債
権
ハ
全

グ
之
ヲ
記
載
セ
ス

明
袖
ゴ
干
三
年
商
法
と
評
価
損
益
請
争
判

第
九
十
四
巻

四
主

第

号



問
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
面
争

ω

第
九
十
四
巻

一
四
六

第
三
号

明
治
「
二
十
六
年
三
月
法
律
第
九
号
ヲ
以
テ
同
年
七
月
一
日
ヨ
リ
其
一
部
門
そ
の
中
に
は
「
第
一
嗣
第
四
章
商
業
帳
樟
」
を
含
む
〕
-
-
ノ
ミ
ヲ
実

η
 

施
γ
タ
」
「
旧
商
法
一
一
対
シ
テ
・

E

新
商
法
ト
謂
フ
ヲ
常
ト
ス
」
明
治
三
二
年
三
月
-
日
法
律
第
四
十
八
号
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
、
同
年

六
月
一
六
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
「
修
正
商
法
」
は
、
旧
商
法
の
財
産
評
価
規
定
に
若
干
の
字
句
の
修
正
を
ほ
ど
こ
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
引
継
い
だ
。
す
な
わ
ち
、
新
商
法
は
、
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、

「
財
産
目
録
ユ
ハ
其
目
録
調
製
ノ
当
時

於
ケ
ル
価
格
ヲ
附
γ

〔財産
E
揖
の
摘
要
を
掲
載
す
る
〕
貸
借
対
照
表
Z

ハ

〔
各
個
の
酎
産
包
価
格
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
サ
ル
そ
ノ
ト
為
V

タ

p
其
他
:
〔
旧
〕
商
法
第
三
十
二
条
第
二
項
後
段
ノ
規
定
ノ
如
キ
ハ
当
事
者
ノ
推
測
ヲ
以
テ
事
実
ヲ
左
右
旦
ル
ノ
弊
ニ
陥
イ
り
易
ク
之

-
一
依
り
テ
帳
簿
ノ
整
頓
ハ
得
テ
期
ス
へ
カ
ラ
ス
故
一
一
之
ヲ
削
除
シ
タ
リ
」

(
新
商
法
第
二
十
六
条
第
二
項
)

財
産
目
録
エ
ハ
動
産
、
不
動
産
、
債
権
其
他
ノ
財
産
-
一
其
目
録
調
製
ノ
時
国
一
於
ケ
ル
価
格
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
月

吉
て
、
以
土
の
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
商
法
は
ド
イ
ツ
商
法
の
評
価
規
定
を
と
り
い
れ
て
、

旬

産
目
録
調
製
ノ
当
時
ノ
何
格
一
一
依
り
之
ヲ
評
価
」
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
が
、
か
か
る
法
の
要
求
は
当
時
の
会
計
実
務
号
無
視
し
た
も
の

「
総
テ
ノ
動
産
、
不
動
産
、
債
権
等
皆
ナ
財

「
明
治
初
年
以
来
、
す
で
に
会
計
の
実
務
慣
行
と
し
て
整
備
さ
れ
て
き
た
英
米
系
統
の
経
理
体
系
に
お
い
て
は
、

。

時
何
を
附
し
た
財
産
目
録
・
貸
借
対
照
表
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

物
品

制
定
、
翌
五
月
一
主
日
追
補
の
「
=
菱
為
換
庖
規
則
」
第
四
十
条
)
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
期
末
価
格
は
一
般
に
原
価
を
基
準
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
回

「
毎
季
ノ
総
勘
定
日
一
於
テ
ハ
当
庖
所
有
ノ

即
金
銀
各
種
公
債
証
書
地
所
等
ハ
時
価
格
外
下
落
シ
タ
ル
場
合
ノ
外
ハ
元
価
ヲ
以
テ
計
算
ス
ル
そ
ノ
ト
旦
」
〔
明
治
三
平
四
月
一
七
円

一
部
に
は
、

定
資
産
の
場
合
で
さ
え
、

原
価
の
ま
ま
繰
越
し
、

翌
期
に
利
益
処
分
の
形
で
(
し
た
が
っ
て
、
償
却
前
利
益
の
範
囲
内
で
)
、

償
却
前
利
益
ま
た

は
原
価
の
一
定
割
合
以
上
を
減
価
償
却
積
立
金
と
し
て
計
上
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
な
か
に
は
、
稀
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、

「
所
有
物
件



削

ノ
常
ニ
価
格
ヲ
減
ズ
ベ
キ
モ
ノ
即
家
屋
什
器
等
ハ
一
季
其
元
価
百
分
ノ
五
以
上
ヲ
減
価
勘
定
ト
ジ
テ
当
季
ノ
損
失
ニ
組
入
勘
定
見
ベ
内
」

(
「
三
菱
…
為
換
庖
規
則
」
第
四
十
一
条
)
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
多
く
の
企
業
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
い
っ
て
い
な
か
っ
た
。
か
な
り
進
ん
だ
会
計

実
務
を
採
用
し
て
い
る
企
業
で
あ
っ
て
も
、
利
益
処
分
に
よ
る
減
価
償
却
を
し
て
、
原
価
か
ら
直
接
控
除
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
要
す

る
に
、
旧
商
法
制
定
以
前
に
全
面
的
に
時
価
評
価
を
し
て
い
た
企
業
は
日
本
中
ど
こ
を
探
し
て
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状

態
の
と
こ
ろ
で
そ
れ
を
無
視
し
て
、
時
価
評
価
規
定
を
も
ワ
た
商
法
が
も
ち
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
混
乱
が
生
ず
る
の
は

け
だ
し
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
よ
り
あ
ら
た
に
導
入
さ
れ
た
商
法
の
時
価
評
価
規
定
が
そ
れ
以
前
に
イ
ギ
り
兄
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
と
り
い
れ
て
、

す
で
に
定
着
化
し
つ
つ
あ
っ
た
会
計
実
務
と
相
い
れ
な
い
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
、
当
時
の
代
表
的
な
「
簿
記
学
者
」
は
ど
の
よ
う
な

態
度
で
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
対
処
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
対
策
で
こ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の
収
集
し
た
資
料

に
よ
る
と
、
彼
等
が
と
っ
た
態
度
は
、
新
商
法
の
公
布
を
中
心
と
し
て
わ
ず
か
数
年
の
聞
に
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、

順
序
と
し
て
、
旧
商
法
施
行
期
に
つ
い
て
み
る
と
、
簿
記
学
者
の
中
に
は
、

寸
毎
次
各
財
産
ノ
価
格
ノ
最
低
一
一
従
ヒ
其
評
価
ヲ
変
更
セ
サ

ル
ヘ
カ
ラ
ス
又
使
用
ニ
因
リ
テ
其
価
ヲ
滅
ス
ヘ
キ
有
体
財
産
ニ
在
リ
テ
ハ
特
ニ
其
評
価
ヲ
減
殺
セ
サ
ル
ヘ
カ
ヲ
h
」
と
い
う
法
の
要
請
に

め

「
資
産
の
時
価
評
価
の
原
則
壱
採
用
し
た
簿
記
書
」
壱
あ
ら
わ
す
も
の
が
で
て
き
た
。
た
と
え

し
た
が
い
、
そ
れ
ま
で
の
見
解
を
改
め

If' 

「
明
治
二
十
二
年
六
月
(
商
法
制
左
刑
〉
に
刊
行
さ
れ
、
つ
い
で
、
「
商
法
L

の
制
定
に
伴
っ
て
「
其
低
蝕
ス
ル
処
ハ
之
ヲ
削
除
γ
遺
漏

*
 

ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
増
補
」
し
て
改
訂
さ
れ
、
明
治
二
十
九
年
十
月
改
正
六
版
壱
重
ね
た
」
勝
村
栄
之
助
『
商
用
簿
記
学

a

原
論
』
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
勝
村
は
、
時
価
許
価
の
困
難
な
固
定
資
産
の
場
合
に
は
、
原
価
マ
イ
ナ
ス
(
定
額
法
ま
た
は
生
産
高
比
例
法
に
よ
り
算
出
し
た
)

減
価
を
時
価
と
見
倣
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
新
シ
キ
ヲ
良
シ
ト
ス
ル
物
-
一
在
一
ア
之
社
時
ュ
依
テ
価
ノ
低
落
ヲ
釆
ス
ヲ
常

P宇

明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
請
争

ω

第
九
十
四
巻

四
七

第

号



明
治
=
下
二
隻
商
法
と
評
価
抽
益
論
争
川

第
九
十
四
巻

四
八九

第
三
号

回

ト
ス
ト
監
モ
共
計
算
ヲ
ナ
λ

一
二
一
様
ノ
方
法
ア
リ
其
一
ハ
結
算
ヲ
ナ
見
当
時
ノ
相
場
即
チ
時
価
ヲ
記
入
ス
可
ク
他
ノ
一
法
ハ
然
ヲ
ハ
倒
令
ハ
価
金
三
百

六
十
五
円
ニ
テ
一
器
具
ヲ
購
ヒ
タ
リ
ト
セ
ン
カ
此
器
具
ノ
使
用
一
一
堪
フ
ル
ノ
年
月
ヲ
十
ヶ
年
ト
予
定
λ

ル
ト
キ
ハ
一
日
ェ
使
用
ス
ル
価
ハ
金
拾
銭
ニ
相

当
ス
故
一
二
ヶ
年
使
用
ノ
後
チ
此
器
具
ノ
価
ヲ
見
積
ル
ト
キ
ハ
購
求
価
格
金
三
百
六
十
五
円
ノ
内
金
三
十
六
円
五
拾
銭
ヲ
消
費
ジ
全
ク
残
リ
ノ
価
ハ
金

三
百
弐
十
八
円
五
十
銭
ノ
時
価
ヲ
存
λ

ル
ノ
理
ナ
り
市
シ
テ
機
械
主
亦
器
具
ト
等
シ
タ
三
様
ノ
方
法
ヲ
執
ラ
サ
ル
可
ラ
ス
一
ハ
結
算
ノ
当
時
ニ
於

テ
其
市
価
ヲ
以
テ
記
入
ス
可
グ
一
ハ
其
機
械
ニ
テ
或
ル
物
品
ノ
製
作
ニ
堪
フ
可
キ
年
月
ト
数
量
ト
ヲ
予
定
シ
而
V

テ
其
使
用
ノ
年
月
日
ト
既
製
品
ノ
数

量
ト
ヲ
以
テ
比
例
シ
機
械
ノ
原
価
ヨ
リ
引
玄
リ
残
高
ヲ
以
テ
結
算
当
時
ノ
価
ト
ナ
ス
ナ
η
勺」

そ
の
場
合
原
価
マ
イ
ナ
ス
減
価
を
時
価
と
見
倣
し
う
る
論
拠
は
な
ん
ら
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
勝
村
は
右
の
よ
う
な
見
倣
し
一
評
価
守
も
っ
と
も
は
や

〈
す
す
め
た
簿
記
学
者
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
旧
商
法
施
行
期
に
お
け
る
簿
記
学
者
の
時
価
評
個
規
定
に
た
い
す
る
態
度
は
全
面
的
屈
伏
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
移
植
さ
れ
、
定
着
化
し
つ
つ
あ
勺
た
会
計
実
務
の
方
は
か
な
り
強
い
抵
抗
力
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来

*
 

か
ら
の
会
計
実
務
を
新
し
い
法
の
要
求
に
従
属
さ
す
ベ
〈
、
強
力
な
行
政
指
導
が
お
こ
な
わ
れ
た
銀
行
業
で
は
と
も
か
く
と
し
て
、
一
般

*
*
 

産
業
部
門
で
は
、
商
法
の
時
価
評
価
規
定
や
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て
時
価
評
価
の
原
則
を
と
り
い
れ
た
簿
記
書
の
出
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

会
計
実
務
は
い
ぜ
ん
と
し
て
原
価
基
準
を
放
棄
せ
ず
、
そ
れ
を
執
劫
に
守
り
続
け
た
。

「
事
業
竿
度
の
終
り
に
当
時
の
相
場
又
は
市
場
価
値
を
附
し
た
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
壱
作
る
と
い
う
や
り
方
は
、
伝
米
の
米
英
系
銀
行

簿
記
実
務
の
慣
行
に
は
な
か
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
」
し
か
る
に
、
旧
商
法
が
制
定
さ
れ
る
や
、
い
ち
は
や
く
、
そ
の
時
価
評
価
の
要
請
に
却
し
て
、

明
治
二
三
年
一

O
月
大
蔵
省
が
編
成
し
た
(
旧
商
法
の
あ
と
を
お
フ
て
明
治
二
一
二
年
八
月
二
一
ニ
目
法
律
第
七
十
二
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
「
銀
行
条
例
」

に
よ
り
普
通
銀
行
よ
り
犬
蔵
省
へ
差
出
す
べ
き
〕
営
業
報
告
書
雛
形
は
、
資
産
負
債
圭
に
関
す
る
「
備
考
」
に
お
い
て
、
期
末
時
価
に
評
価
修
E
す
る

手
続
を
解
説
し
て
、

「
資
産
負
債
表
ヲ
作
ル
日
二
所
有
諸
公
債
地
金
銀
営
業
用
地
所
建
物
ノ
見
積
時
価
ヲ
算
出
シ
然
ル
後
チ
之
ヲ
各
自
ノ
勘
定
ニ
一
旦
売
却
セ
V

ぞ
ノ
、

キ



如
ク
記
入
シ
之
カ
売
却
損
益
ヲ
現
ハ

V
其
見
積
時
価
ヲ
次
期
目
一
繰
越
ス
ヘ
シ
又
到
底
損
失
一
一
帰
ス
ヘ
キ
貸
金
等
ハ
損
失
金
ト
ナ
シ
之
カ
計
算
ヲ
ナ
シ
然

ル
後
此
他
各
勘
定
ノ
金
額
ヲ
採
集
調
製
モ
ル
モ
ノ
ト
ス
L

と
の
べ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
公
債
証
書
時
価
評
価
益
が
生
じ
た
場
合
と
貸
倒
見
込
損
が
生
じ
た
場
合
の
勘
定
記
入
に
つ
い
て
例
解
し
て
い
た
。

右
の
よ
う
に
時
価
評
価
損
益
の
処
理
に
つ
い
て
解
説
を
し
て
い
て
営
業
報
告
書
雛
形
は
、
〈
旧
曲
法
と
同
時
に
銀
行
条
例
を
実
施
す
る
た
め
)
明
治

二
六
年
五
月
一
日
大
蔵
省
令
第
七
号
と
し
て
定
め
ら
れ
た
「
銀
行
条
例
施
行
細
則
」
の
附
属
営
業
報
告
書
雛
形
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
お

い
て
も
、
「
総
テ
ノ
動
産
.
不
動
産
及
ヒ
債
権
等
ハ
、
財
産
目
録
調
製
ノ
際
一
一
於
ケ
ペ
市
価
-
一
準
シ
テ
之
ヲ
評
価
ス
可
シ
。
蓋
ジ
什
器
t

ノ
如
キ
ハ
、

年
々
歳
々
類
療
段
損
ス
ル
ニ
従
ヒ
其
価
格
ヲ
減
退
ス
可
キ
ハ
勿
論
、
文
地
所
建
物
ノ
如
キ
ハ
、
時
々
市
価
-
一
変
動
ア
ル
ヲ
免
レ
ザ
ル
カ
故
品
、
常
ニ
其

価
格
ノ
増
減
ヲ
モ
表
示
セ
サ
ル
可
ラ
ヌ
可
。
」
と
い
う
時
価
評
価
の
原
則
に
し
た
が
い
、
「
諸
公
債
一
証
書
」
明
細
書
へ
の
記
入
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

例
解
が
ほ
ど
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
諸
公
債
証
書
」
「
現
所
有
高
実
価
ノ
桁
三
円
決
算
当
H
ニ
於
ケ
ル
現
在
所
有
高
ノ
市
価
即
チ
見
積
代
価
ヲ

掲
載
ス
ヘ

γ
例
ヘ
ハ
現
在
所
有
高
ノ
元
民
代
代
価
ハ
五
千
弐
百
円
ナ
リ
シ
ニ
其
市
価
五
千
五
百
五
拾
円
一
一
騰
貴
シ
タ
リ
ト
セ
ハ
現
所
有
高
ノ
実
価
ノ
桁

ニ
五
千
五
百
五
拾
円
ト
記
入
ス
ル
モ
ノ
ト
月
而
シ
テ
其
市
価
ュ
照
シ
利
益
一
一
帰
シ
タ
ル
高
ハ
参
百
丘
拾
円
ナ
リ

O
地
金
銀
又
ハ
〔
営
業
用
〕
地
所
建
物

〔
及
ヒ
什
器
〕
其
他
〔
抵
当
質
物
流
込
物
件
等
)
各
勘
定
ニ
於
テ
損
益
ヲ
見
ル
へ
キ
場
合
ハ
総
テ
比
例
↓
一
依
ル
ヘ
ジ
」

*
キ
旧
商
法
制
定
前
に
設
立
さ
れ
た
工
業
会
社
で
は
、
原
価
を
も
っ

t
期
末
価
格
と
し
、
固
定
資
産
の
場
合
に
は
、
別
に
減
価
償
却
積
立
金
音
訓

益
処
分
の
形
で
積
立
て
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
か
か
る
会
計
実
務
は
旧
同
法
施
行
後
に
お
い
て
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
続
け
て
用
い
ら
れ
た
。
た

と
え
ば
、
明
治
一
四
年
五
月
に
創
設
さ
れ
た
小
野
田
「
セ
メ

γ
ト
製
造
会
社
」
の
創
立
当
時
の
定
款
た
る
つ
セ
メ
Y
ト
製
造
会
社
規
則
」
第
五
条
第
四

n
 

節
は
「
未
造
品
は
総
て
元
価
を
以
て
働
定
す
ベ
し
」
と
し
て
い
た
が
、
明
治
コ
一
十
六
年
七
月
一

H
よ
り
〔
商
法
の
一
部
が
〕
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な

勾

っ
た
の
で
、
従
来
の
会
社
規
則
を
改
め
、
新
に
，
定
め
」
ら
れ
た
定
款
第
三
十
二
条
も
、
同
様
に
、
「
既
製
造
未
製
造
財
産
共
総
て
原
価
を
以
て

判

決
算
を
為
す
ベ
し
」
と
規
定
し
て
い
た
。
一
方
、
明
治
二
三
年
一
月
に
設
立
さ
れ
た
東
京
「
石
川
島
造
船
所
」
の
原
始
定
款
第
五
十
二
条
に
は

「
本
所
起
業
資
本
高
百
分
ノ
三
是
レ
ハ
〔
償
却
前
〕
純
益
金
ノ
多
φ
ニ
拘
ハ
ラ
ズ
毎
年
ノ
決
算
ニ
於
テ
必
ラ
ス
之
ヲ
〔
償
却
前
純
益
金
よ
り
〕
引
去

リ
、
本
所
ノ
家
屋
諸
器
械
ノ
原
資
償
却
ト
シ
テ
之
ヲ
積
立
テ
臨
時
消
費
ス
ル
ヲ
待
メ
、
但
シ
本
項
積
立
金
円
起
業
資
本
金
額
ニ
充
ツ
ル
ヲ
以
テ
其
度
}

明
治
三
十
二
年
商
法
、
戸
一
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
十
四
巻

四
九

第

号

五



明
治
三
十
三
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
十
四
巻

五
O 

第
三
号

プミ

λ
」
と
い
う
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
‘
旧
商
法
の
一
部
施
行
に
と
も
な
う
明
治
二
六
年
秋
の
改
正
後
明
治
一
ニ

O
年
九
且
一
一
五
日
に
再
改
正

さ
れ
た
定
款
第
四
十
二
条
第
一
項
に
、
償
却
前
「
相
益
金
ノ
弐
拾
分
ノ
壱
以
上
起
業
資
本
償
却
積
立
金
是
ハ
会
社
ノ
起
業
資
本
タ
ル
家
屋
諸
機
械

ノ
原
資
償
却
一
充
ッ
ル
モ
ノ
ニ
シ
一
ア
、
毎
年
其
原
資
金
百
分
ノ
参
ニ
下
ラ
サ
ル
割
合
ヲ
以
テ
之
ヲ
積
立
テ
臨
時
消
費
ス
ル
ヲ
得
ス
、
但
本
項
積
立
金
ハ

資
本
金
ノ
十
分
ノ
七
ニ
充
ツ
ル
ヲ
以
テ
其
度
ト
九
」
と
し
て
引
継
れ
て
い
た
。
な
お
、
「
原
資
償
還
積
立
金
」
に
関
す
る
定
款
規
定
の
右
の
よ
う
な
連

続
関
係
は
、
明
治
ニ

O
年
四
月
創
立
の
「
東
京
製
綱
会
社
」
の
明
治
一
一
一
年
四
月
改
正
の
定
款
第
四
十
八
条
と
明
治
二
六
年
一

O
月
改
正
の
定
款
第
三

幻

十
九
条
第
一
項
の
間
に
お
い
て
も
み
る
こ
L

ど
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
旧
商
法
の
時
価
評
価
規
定
は
ほ
と
ん
ど
会
計
実
務
に
侵
透
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
関
係
は
、
新
商
法
が
旧
商

法
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
少
し
も
変
化
を
み
せ
な
か
フ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
時
の
論
者
は
、
新
た
に
実
施
さ
れ
た

「
商
法
第
二
十
九
ハ
条
第
二
項
に
日
く
、
財
産
目
録
に
は
、
動
産
、
不
動
産
、
債
権
、
其
他
の
財
産
に
其
目
録
調
製
の
時
に
於
け
る
価
格
を

附
す
る
こ
と
壱
要
す
と
あ
り
、
然
る
に
現
今
簿
記
学
者
の
教
授
す
る
所
又
実
業
家
の
報
告
す
る
所
壱
見
る
に
、

初

球

を
附
し
た
る
を
見
ず
」
と
指
摘
し
て
い
た
。

一
も
商
法
に
準
拠
し
時
価

別
の
論
者
は
、
特
に
「
個
人
商
庖
」
の
当
時
の
会
計
実
務
に
限
定
し
て
、
「
現
ム
マ
我
一
個
商
人
か
一
般
に
決
算
を
為
す
場
合
に
於
て
は
、
其
残

品
(
棚
卸
)
に
対
し
て
価
格
を
附
す
る
に
は
、
必
ず
該
商
品
の
買
入
れ
た
る
時
の
価
格
よ
り
二
割
乃
至
ゴ
一
剥
以
下
の
価
格
に
見
積
り
決
算
壱
為
す
を
以

m
 

て
普
通
と
為
す
、
是
れ
古
来
よ
り
可
習
慣
に
し
て
今
日
に
於
て
は
厳
と
し
て
一
の
商
習
慣
と
な
る
に
至
れ
り
」
そ
し
て
「
益
々
商
庖
の
基
礎
の
安
園
を

叩

保
つ
鍵
と
し
て
厳
守
せ
ら
れ
盛
ん
に
行
は
」
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

Pドω
松
本
京
消
『
商
法
総
則
し
(
和
仏
法
悼
学
校
明
惜
三
六
併
で
肱
講
義
録
〉
、
三
O
頁ロ

川w
梅
謙
次
郎
木
野
一
郎
『
日
杢
商
法
義
解
』
改
正
再
販
、
巻
ノ
一
、
明
治
二
四
年
、
三
一
頁
u

ω
『
ロ
エ
ス

ν
山
川
町
起
稿
商
法
草
案
』
〔
同
耳
目
自
国
同

o
g
r
F
同
誌
言
明
3
苅

S
号
匂
同
署
骨
E
J崎
町
旬
、
古
宮
内
宮
旬
、
、
号
、
主
号
、
『
匙
E
]
第
一
冊
、
三
四
一
一
一
良
。

利
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望
2
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込
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、
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民
自
問
。
耳
『
w
g
S
E
a
g
H
E
O官
官
〉
口
出
品
F
F
E回
目
∞
芦
田
巴

帥
曲
目

E
o
p
n
-
A
M
P
-
m
富・

同
松
本
需
給
『
商
法
原
論
』
明
世
三
七
年
、
主
人
三
九
頁
。

伺
右
掲
書
、
四

O
頁。

制
右
掲
書
、
四
O
頁。

帥
『
商
法
棒
正
案
参
考
書
』
第
一
編
(
総
型
、
三

O
l一
三
頁
。

制
植
、
本
野
、
前
場
書
、
二
三
八
頁
。

叫
久
野
秀
男
「
棚
卸
表
動
産
小
動
産
ノ
総
目
録
及
び
貸
方
借
方
ノ
対
照
衰
の
沿
革
」
〔
国
学
院
大
学
〕
司
政
経
論
叢
』
昭
和
三
六
年
一
一
一
月
号
、
九
一
頁
。

叫
『
一
二
菱
韻
行
史
』
昭
和
二
九
年
、
二
人
頁
。

同
右
掲
書
、
一
一
八
頁
。

同
栴
謙
次
郎
『
ゐ
在
法
綱
要
』
第
一
冊
、
明
治
二
七
年
、
二
六
一
員
。

伸
久
野
秀
男
「
明
治
簿
記
制
度
史
序
説
L

『
ビ
ジ
ネ
ス

J

レ
ビ
ュ
ー
』
昭
和
一
一
一
七
年
一

O
月
号
、
九
五
頁
。

伺
久
野
、
前
掲
切
論
文
、
九
一
頁
。

明
久
野
、
前
掲
帥
論
文
、
九
一
九
一
一
頁
よ
り
引
用
ロ

国
片
野
一
郎
『
日
本
銀
行
簿
記
精
説
』
昭
和
三
一
年
、
一
己
五
頁
。

岬
『
明
拍
財
政
史
』
第
一
一
一
巻
、
明
治
三
八
年
、
六
一
八
頁
。

帥
増
井
増
次
郎
『
担
行
実
践
陸
』
明
治
二
九
年
、
三
九
七
貞
。

帥
前
掲
帥
明
書
、
第
一
二
巻
、
六
四
六
六
四
七
頁
。

伸
「
小
野
田
セ
メ
ン
ト
製
造
株
式
会
社
・
製
果
五
十
年
史
』
昭
和
六
年
、
主

O
貫一。

同
右
掲
書
、
二
一
頁
。

凶
右
掲
書
、
二
五
頁
。

帥
『
石
川
島
重
工
業
株
式
品
荘
一

O
八
年
吏
』
昭
和
三
六
年
、
二
六
二
頁
。

明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
請
争

ω

第
九
十
四
巷

主

第一一一号

七



明
治
三
十
二
年
商
法
?
と
評
価
損
益
論
争
的

第
九
十
四
巻

五

信
三
号

ノ1

制
右
掲
書
、
二
七
O
頁。

制
『
渋
問
栄
一
伝
記
資
料
』
第
一
一
一
巻
、
昭
和
三
一
一
年
、
一

O
八
、
二
四
頁
、
参
照
。

伺
加
藤
吉
松
「
酎
産
目
録
に
就
て
(
簿
記
法
改
正
の
魚
制
覇
)
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
一
一
一
一
一
年
入
月
主
日
号
、
二
九
八
頁
。

帥
同
大
原
信
久
「
財
産
白
血
町
に
就
て
商
法
修
亙
電
車
」
『
怯
律
新
聞
』
明
治
三
五
年
一

O
月
六
日
号
、
一
ニ
頁
。
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
三
主
年
一

O
月
一
八
日
号
、
七
一
一
一

六頁。

制
大
原
信
久
「
財
産
日
録
詞
製
に
関
す
る
商
法
改
正
意
見
(
上
)
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
四
三
年
一
月
一
一
九
日
号
、

表
に
関
す
る
岡
野
博
ょ
で
所
請
を
読
む
」
『
法
樟
新
聞
』
明
治
四
三
年
七
月
一
五
日
号
、
六
頁
。

一大
O
頁
。
大
原
信
久
「
財
産
自
輯
貸
借
対
照

論
争
の
発
端
|
|
簿
記
学
者
の
提
案

新
商
法
の
時
価
評
価
規
定
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
「
法
律
上
〔
財
産
目
晶
お
よ
び
貸
借
対
照
表
に
附
す
〕
価
格
は
買
入
原
価
に
依
る
べ
か
ら
ざ
右

は
諭
す
る
迄
も
無
き
こ
と
な
り
、
然
る
に
」
会
計
実
務
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
原
価
を
も
っ
て
期
末
価
格
の
基

準
と
し
て
い
た
た
め
、

「
或
る
簿
記
学
者
は
「
其
目
録
調
製
の
時
に
於
け
る
価
格
」
な
る
語
は
其
時
に
品
川
け
る
在
来
の
価
格
壱
指
す
も
の

に
外
な
ら
ず
と
誤
解
す
る
も
の
あ
り
、
又
滋
に
価
値
に
就
き
一
説
あ
り
「
元
来
価
値
な
る
も
の
は
相
互
に
交
換
せ
ら
れ
て
始
め
て
生
す
る

も
の
な
れ
は
己
れ
の
有
す
る
所
の
財
産
は
買
入
当
時
に
於
て
交
換
せ
ら
れ
た
る
と
き
始
め
て
一
定
し
た
る
も
の
に
し
て
再
び
他
物
と
交
換

壱
為
さ
忘
れ
ば
其
価
値
を
変
動
す
べ
き
も
の
に
非
ず
、
細
言
す
れ
ば
市
場
価
値
は
如
何
程
騰
貴
(
或
は
下
落
も
な
ら
む
)
す
る
も
己
が
財

産
は
依
然
と
し
て
原
価
を
保
持
す
る
者
な
り
L

故
に
財
産
目
録
調
製
の
と
き
は
悉
く
所
有
財
産
の
買
入
原
価
に
て
記
載
す
る
を
以
て
尤
も

正
当
に
し
て
且
安
全
な
る
評
価
法
な
り
と
諭
す
る
学
者
」
さ
え
で
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

む

以
上
の
説
は
誤
謬
の
尤
も
甚
だ
し
き
者
た
」
り
、

「
然
れ
と
も

「
夫
れ

評
価
た
る
や
動
産
、
不
動
産
、
債
権
其
他
の
財
産
に
、



其
目
録
調
製
の
時
に
於
け
る
各
種
申
財
産
に
詳
細
に
時
価
を
附
し
て
、
以
て
真
正
の
財
産
目
録
を
調
製
す
べ
き
も
の
な
れ
」

「
然
し
て
此

結
果
と
し
て
当
然
起
る
べ
き
は
則
ち
貿
入
原
価
と
、
目
録
調
製
の
際
に
於
け
る
、
評
価
の
差
額
即
ち
是
れ
な
り
、
商
法
は
此
差
額
に
対
し

て
何
等
の
規
定
を
設
け
ざ
る
〔
が
〕
故
に
、
世
間
の
実
業
家
は
此
の
差
額
の
処
分
に
刊
き
大
い
に
陪
ふ
所
と
な
り
、
或
者
は
之
れ
を
利
益
と

し
て
分
配
す
も
」
に
い
た
っ
た
。
ま
さ
に
、

I
・
コ
フ
エ
ロ
の
い
う
「
評
価
に
関
L
、
堅
実
性
と
資
本
拘
束
の
視
点
が
貸
借
対
照
表
真
実

性
の
視
点
と
す
る
ど
〈
対
立
す
あ
」
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
加
藤
吉
松
と
大
原
信
久
(
持
記
精
華
道
き
と
は
、
新
商
法
が
実

施
さ
れ
る
や
ま
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
『
東
京
経
済
雑
誌
』
の
「
寄
書
」
欄
に
寄
稿
し
、
そ
t
に
お
い
て
、
商
法
の
評
価
規
定
に
し

た
が
い
「
財
産
を
時
価
の
標
準
を
以
も
」
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
同
時
に
特
に
貸
借
対
照
表
勘
定
と
し
て
「
時
価
損
益

或
は
(
時
価
差
額
)
な
る
科
目
し
ま
た
は
「
時
価
予
定
損
益
な
る
科
目
」
を
設
け
、
実
現
し
た
「
純
粋
の
損
益
L

左
区
別
し
て
、
来
実
現

の
「
評
価
差
損
益
」
を
そ
こ
へ
計
上
す
べ
き
で
あ
る
、
と
提
案
し
た
。

い
ま
、
加
藤
、
大
原
二
人
の
簿
記
学
者
が
そ
れ
ぞ
れ
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
三
ニ
年
八
月
五
日
号
と
八
月
二
六
日
号
へ
寄
せ
た
寄
稿

中
よ
り
そ
の
主
要
部
分
を
抜
書
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

「
過
般
〔
商
法
慎
E
の
結
果
明
治
=
一
二
年
六
月
八
日
に
改
正
さ
れ
た
〕
大
蔵
省
令
〔
第
二
十
四
号
〕
銀
行
条
例
細
則
を
見
る
に
、
公
債
証
書
の
ケ
所
に
於

て
(
現
所
有
高
実
価
の
桁
に
は
決
算
当
日
に
於
け
る
現
在
所
有
高
の
市
価
即
ち
見
積
代
価
を
持
載
す
可
し
、
例
へ
ば
現
存
所
有
高
の
元
買

入
代
価
は
五
千
二
百
円
台
り
し
に
其
市
価
五
千
五
百
五
十
円
に
騰
貴
し
た
り
と
せ
は
現
存
所
有
高
の
実
価
の
桁
に
五
千
五
百
五
十
円
と
記

入
す
る
も
の
と
す
而
し
て
其
市
価
に
照
し
利
益
に
帰
し
た
る
高
は
三
百
五
十
円
な
り
)
云
々
斯
の
如
く
市
価
に
照
し
て
生
し
た
る
斧
額
二
一

百
五
十
円
巷
漫
然
利
益
な
り
と
称
す
る
は
甚
だ
敷
誤
謬
た
る
壱
免
る
能
は
ず
、
如
何
と
な
れ
は
比
コ
一
百
主
十
円
を
利
益
し
と
す
れ
ば
其
所
置

を
如
何
に
為
す
か
と
問
ば
恐
〈
当
局
者
も
其
答
無
か
る
べ
し
其
れ
利
益
正
す
れ
ば
其
季
の
配
当
に
影
響
巷
及
せ
ば
な
り
、

明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
苓
嗣
争

ω
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今
日
斯
学
者
及
び
実
業
家
が
何
故
に
目
録
調
製
法
を
改
良
せ
ざ
る
哉
を
観
ふ
に
蓋
し
簿
記
上
困
難
に
し
て
其
良
法
を
案
出
せ
ら
れ
た
る

0

0

3

3

0

0

d

o

 

も
の
無
き
か
放
な
る
如
し
、
余
が
攻
究
す
る
所
よ
り
今
日
最
も
時
機
に
適
す
る
方
法
は
元
簿
に
時
価
相
官
益
或
は
〔
時
価
差
額
)
な
る
科
目

を
設
く
る
に
荘
り

此
科
百
を
設
く
る
に
は
総
て
決
算
の
際
残
物
に
対
し
〔
時
価
を
も
っ
て
〕
評
定
し
た
る
差
額
を

損
益
勘
定
に
は
編
入
せ
ず
残
高
部
に

て
勘
定
壱
な
し
財
産
に
価
額
(
見
積
代
価
〉
の
移
動
を
来
し
た
る
こ
と
を
現
す
も
の
な
り
、
略

。

。

。

。

。

。

斯
の
如
き
方
法
に
し
て
記
入
す
れ
ば
例
令
表
面
上
時
価
増
額
の
為
め
準
利
益
と
な
る
も
配
当
壱
為
さ
ず
し
て
比
準
利
益
な
る
も
の

。。。。。

は
殆
と
積
立
金
の
如
き
観
壱
な
す
も
の
な
り
、
今
或
一
部
に
行
は
る
る
加
く
市
場
価
額
に
照
し
て
牛
し
た
る
見
積
準
利
誌
を
他
の

〔
「
古
売
買

の
行
は
る
与
や
必
ず
其
に
従
う
L

実
現
し
た
〕
純
粋
の
損
益
と
混
合
し
て
配
当
す
る
が
加
き
は
行
ふ
可
か
ら
ざ
る
悪
弊
に
し
て
文
実
際
出
来
得
ベ
か

。。。

ら
ぎ
る
事
実
な
り
如
何
k
な
れ
ば
其
の
配
当
に
模
つ
司
き
金
銭
出
所
を
得
さ
れ
は
な
り
、
又
時
価
減
額
の
為
準
損
失
を
生
し
た
る
際
は
商

法
第
百
九
十
有
条
〔
の
「
ゐ
在
ρ

損
比
八
ヲ
頃
補
シ

タ
ル
檀
ニ
非
サ

ν
ハ
利
益
ノ
配
当
ヲ
為
λ

コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
規
定
〕
に
依
り
此
準
損
失
壱
填
補
し
得

る
準
備
壱
要
す
る
は
論
ず
る
迄
も
無
き
こ
と
な
り
、
」

商
法
時
価
評
価
規
定
に
し
た
が
い
「
各
種
の
財
産
に

時
価
宇
一
附
」
せ
「
は
則
ち
此
所
有
財
産
の
元
買
入
価
額
に
照
ら
し
必
ら
す
時

価
予
定
の
損
益
壱
生
せ
さ
る
を
得
す
今
〔
「
日

会
社
或
は
親
行
に
於
て
」
〕
此
時
価
予
定
の
利
益
を
純
益
に
編
入
し

之
を
分
配
な
す
あ
り
、

又
此
時
価
予
定
の
損
失
を
し
て
他
の
純
益
よ
り
直
ち
に
減
す
る
あ
り
、
是
れ
全
〈
調
製
者
の
誤
謬
に
出
て
た
る
も
の
に
し
て
、
全
く
其
当

を
得
さ
る
な
り
、

抑
も
比
損
益
た
る
や
乃
ち
予
定
の
損
益
に
し
て
、

而
し
て
之
を
実
地
に
売
却
し
て
真
正
に
生
じ
た
る
も
の
に
非
ず
、

何
と
な
れ
ば
所
有
財
産
は
之
を
他
人
に
売
り
渡
さ
L
れ
は
実
地
に
金
円
を
受
援
す
る
も
の
に
あ
ら
さ
る
や
明
か
な
り
、
仮
令
は
原
価
九
拾

円
の
公
債
証
書
を
高
価
九
十
五
円
に
売
り
渡
吐
は
即
ち
五
円
の
利
益
を
生
す
、
之
を
低
価
八
十
五
円
に
売
り
渡
せ
ば
五
円
の
損
失
壱
生
ず



る
こ
と
照
々
た
り
、
之
に
反
し
て

財
産
目
録
調
製
の
と
き
に
於
て
所
有
財
産
が
時
価
に
因
り
高
低
せ
る
其
差
額
は
即
ら
予
定
の
損
益

に
し
て
、
正
金
受
授
の
損
益
に
あ
ら
さ
る
を
以
て
、
之
れ
を
分
配
し
、
且
つ
之
れ
を
直
ち
仁
他
の
純
益
よ
り
滅
す
る
揺
は
さ
る
な
り
、
:

何
と
な
れ
は
時
価
予
定
利
益
壱
以
て
配
当
を
な
す
と
き
は
即
ち
資
産
の
一
部
を
殺
減
し
て
配
当
を
な
さ
父
る
を
得
ず
、
而
し
て
後
ち
比

公
債
を
原
価
よ
り
底
価
に
売
渡
す
と
せ
ば
遂
に
財
産
を
減
じ
破
産
の
惨
況
に
陥
る
を
免
れ
ず
、
文
比
予
定
の
損
失
を
し
て
他
の
利
益
よ
り

直
ち
に
減
ず
る
と
き
は
得
た
る
所
の
名
の
み
消
滅
じ
て
実
際
の
正
金
は
依
然
と
し
て
金
庫
に
存
在
す
、
即
ち
無
名
の
正
金
を
存
在
す
る
不

正
を
免
れ
ざ
る
な
り
、

故

此
の
時
価
予
定
の
損
益
を
一
般
の
損
益
に
編
入
せ
ず
、
而
し
て
此
予
定
の
利
益
は
配
当
を
為
さ
ず
、
文
此
予
定
の
損
失
は
一

般
の
利
益
よ
り
直
ち
に
減
ぜ
ず
、
特
に
時
価
予
定
損
益
な
る
科
目
壱
設
け
置
き
、
其
損
益
の
科
目
の
み
を
貸
借
対
照
表
に
記
し
て
置
き
、

而
し
て
当
期
純
益
金
中
、
即
ち
第
一
に
法
定
積
立
金
〔
繰
入
額
〕
を
減
じ
、
而
し
て
尚
ほ
此
損
失
額
を
減
じ
、
然
る
後
に
配
当
を
為
さ

ざ
る
を
得
ず
、
」
す
な
わ
ち
「
時
価
予
定
の
損
失
U
・
・
純
益
分
配
の
所
に
於
て
時
価
予
定
損
失
積
立
金
と
な
し
、

之
全
く
正
当
の
形
式
た
る
こ
と
明
か
な
り
、
」

配
当
壱
な
さ
る
与
は

以
上
要
す
る
に
、
加
藤
「
大
原
〔
巴
氏
の
考
按
は
財
産
の
〔
時
価
〕
評
価
よ
り
生
ず
る
予
定
損
益
ほ
之
を
損
益
勘
定
に
編
入
せ
ず
し
て
、

予
定
損
益
な
る
科
目
の
下
に
資
産
若
〈
は
負
債
〔
の
側
〕
に
編
入
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
価
を
も
っ
て
評
価
し
た
場
合
と
同
じ
純
利
益

実
現
利
益
)
を
算
出
し
、
未
実
現
利
益
の
配
当
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
や
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
ま
ま
だ
と
、

未
実
現
利
益
の
配
当
阻
止
は
で
き
て
も
、
時
価
評
価
を
し
た
場
合
に
本
来
自
動
的
に
可
能
な
未
実
現
損
失
相
当
額
の
実
現
利
益
の
配
当
阻

止
は
で
き
な
く
な
る
か
ら
、
さ
ら
に
純
利
益
ハ
持
説
利
能
)
中
よ
り
未
実
現
損
失
に
相
当
す
る
「
時
価
予
定
損
失
積
立
金
」
を
積
立
て
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
原
価
時
価
比
較
低
価
で
評
価
し
た
と
同
じ
保
守
的
な
分
配
可
能
利
益
(
実
説
利
益
マ
イ
ナ
ス
未
実
現
損
失
)
を
導
き
だ
し
、
未
実

明
治
三
十
二
空
商
法
と
評
価
損
提
訴
争
叫
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現
損
失
相
当
額
の
実
説
利
益
の
配
当
を
も
閉
止
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
右
の
場
合
、
主
眼
点
は
、
彼
等
が
そ
れ
ぞ
れ
、

財
産
を
時
価
評
価
し
た
場
合
に
生
ず
る
「
評
価
差
益
を
損
益
勘
定
に
加
算
す
る
に
於
て
は
、
過
般
某
会
社
に
行
わ
れ
た
る
如
く
欠
損
金
額

を
財
産
の
〔
評
価
〕
差
益
壱
以
て
填
補
し
、
菅
に
株
主
を
損
ふ
の
み
な
ら
ず
延
て
世
人
を
誤
ま
ら
し
め
経
済
界
を
撹
乱
す
る
の
悪
弊
続
出
す

る
を
如
何
せ
ん
、
」
「
近
時
諸
会
社
の
報
告
壱
見
る
に
、
往
々
配
当
率
を
多
か
ら
し
め
、
株
主
の
歓
心
壱
迎
へ
ん
か
為
の
策
略
と
し
て
か
、

此
等
の
差
額
を
配
当
し
、

〔
コ
虹
時
諸
会
在
中
往
々
破
産
に
至
り
た
Z
真
相
そ
詞
ふ
れ
は
主
'
と
し
て
此
に
起
因

せ
さ
る
者
軍
な
り
」
〕
今
に
於
て
此
等
の
悪
弊
を
取
締
る
に
非
さ
れ
は
、
終
に
救
ふ
可
か
ら
さ
る
に
至
る
を
怒
る
る
な
払
、
」
と
強
調
し
て
い
た

未
実
玩
利
益
配
当
問
題
を
解
決
す
る
所
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
未
実
現
損
失
相
当
額
の
実
現
利
益
を
分
配
可
能

敢
て
其
の
姦
策
を
行
ふ
も
の
多
き
を
見
る
、

利
益
か
ら
除
外
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
u

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
彼
等
の
案
出
し
た
「
財
産
時
価
予
定
損

益
の
処
分
法
」
は
、
彼
等
よ
り
も
お
く
れ
る
こ
と
一
一
一
一
年
す
な
わ
ち
明
治
四
五
年
ハ
一
九
=
手
〉
に

I
・
コ
フ
エ
ロ
が
、
財
産
は
「
現
在
の

客
観
的
調
達
価
値
」
で
評
価
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
生
ず
る
未
実
現
利
益
を
実
現
利
益
と
混
同
す
る
と
、

「
未
実
現
利
益
の
配
当
が

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
は
、
価
値
下
落
の
際
に
は
資
本
を
純
利
益
と
し
て
配
当
し
た
と
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、

経
済
上
容
認
し
え
な
い
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

Q

こ
こ
で
の
ベ
た
観
点
は
未
実
現
利
益
の
考
慮
を
禁
止
す
る
よ
う
に
み
え

る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
未
実
現
損
失
の
考
慮
を
命
令
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

と
い
う
立
場
か
ら
考
案
し
た
「
未
実
現
利
益
は
評
価
準
備
金

項
目
と
し
て
別
に
之
を
取
扱
ひ
、
未
実
現
損
失
は
之
を
実
現
純
利
益
よ
り
差
引
い
」
方

b
と
ま
さ
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
っ

U
U

*
「
此
の
場
合
」
実
現
利
益
と
宋
実
現
損
益
奇
区
分
計
上
す
る
に
は
「
一
方
に
於
て
原
価
し
C

再
調
達
価
値
と
の
差
額
を
未
実
現
損
益
勘
定
・
に

佃
向
上
し
、
以
て
商
品
を
当
時
の
再
調
達
価
値
に
等
し
か
ら
し
め
る
と
同
時
に
、
ぷ
他
方
に
於
て

h

次
期
会
計
年
度
の
初
め
に
於
て
商
品
勘
定
の
金
額

を
原
価
に
引
戻
す
方
法
壱
採
ム
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
(
ま
た
、
時
価
予
定
積
立
金
も
各
期
の
未
実
現
損
失
相
当
額
に
な
る
よ
う
積
増
し
た
り
、
取



崩
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

も
し
、
次
期
期
首
に
逆
仕
訳
に
よ
り
未
実
現
損
益
勘
定
を
商
品
勘
定
と
相
殺
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
次
期
に
「
売

買
の
行
は
る
ど
や
其
場
に
於
て
〔
「
其
に
従
ふ
L

実
現
〕
損
益
を
民
」
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
未
実
現
損
益
勘
定
は
決
算

時
だ
け
の
一
時
的
な
勘
定
と
し
て
取
扱
い
、
期
間
中
に
お
い
て
は
「
元
簿
に
は
総
て
元
価
に
て
整
理
」
」
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
G

こ
の
点

に
つ
い
て
加
藤
、
大
原
は
な
ん
ら
の
説
明
を
も
ほ
ど
こ
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
の
ち
に
な
っ
て
(
明
治
三
五
年
の
第
一
六
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
、

大
原
の
商
法
改
正
建
議
案
を
と
り
あ
げ
た
高
須
賀
穣
衆
議
院
議
員
提
出
の
商
法
中
改
正
法
律
案
に
た
い
す
る
政
府
委
員
梅
謙
次
郎
の
反
対
理
由
の
一
っ

と
し
て
)
「
商
品
等
の
一
評
価
益
金
は
後
日
之
壱
売
却
す
れ
ば
純
然
た
る
利
益
ー
と
な
り
評
価
益
金
中
に
包
含
せ
ざ
る
こ
と
L
な
る
之
を
如
何
に
整
理
す
る

錦

町

也

か
明
な
ら
ず
」
と
「
案
の
不
完
全
な
る
こ
と
」
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
た
い
し
、
ヨ
ブ
エ
ロ
は
注
解
の
形
で
次
期
期
首
に
お
け
る
辰
戻
し
処
理

に
つ
い
て
言
及
し
、
「
売
却
財
産
に
関
し
は
、
も
句
ろ
ん
〔
未
実
現
損
益
の
〕
一
時
的
記
帳
も
ま
た
骨
目
的
で
あ
加
」
が
、
「
こ
れ
に
反
し
、
使
用
財

一
時
的
一
記
帳
は
合
目
的
で
な
い
下
」
と
指
摘
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
@

産
の
場
合
に
は
、

ω
加
藤
「
財
産
目
録
に
就
て
(
博
記
怯
改
正
の
急
務
)
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
一
三
一
年
入
月
五
日
号
、
二
九
八
頁
。

ω
右
担
論
文
、
二
九
八
頁
。

同
大
原
信
久
「
財
産
自
晶
調
製
の
際
時
価
予
定
損
益
を
純
損
益
に
編
入
す
る
の
可
否
を
請
す
」
『
頁
士
民
経
情
雑
誌
』
明
治
三
三
年
八
月
一
一
六
日
号
、
四
五
六
頁
。

帥
大
原
信
久
「
商
法
の
欠
点
を
請
す
し
『
寛
洋
経
揖
新
報
』
明
治
=
一
一
一
年
一
一
一
月
一
一
主
日
号
、
二
一

l
一一一頁。

同
同
巴
】
国
釦
R吋口阿同。
Ad判百
02吋=。P唱
b思叫古‘凶偽
2さ、耳、立怜言R喜譜若h
札骨悶司、吋=偽雪、

s。品h
霊句荷h
荷喜匂丸叫

E
吾
芸
乱
吾
町
冨
謹

'h、ERぬ息川匙』旨守F寄、喜偽
E包匙是守宮E凡巳E~EぬE藷詰N
富
号
、
h

、苛守守、
E
乳
富
門
q、邑『お苦偽

句史内量遥骨=、凶内司、苦誕言内匙砕宮匂忠鴨=。匙静宮叫
ε刷品h匂宮刈富普喜お高hh川
a号
、
号
、
塁
$
叫
苦
邑
止
主
刷
芯
‘
司
、
立
叫
喜
て
=
町
ミ
叉
ま
句
町
、
号
、
申
告
書
喜
子
目
。
ユ
E
E
H
F
凹

切

帥
士
原
、
前
掲
切
繭
文
、
四
五
六
頁
。

伺
加
藤
、
前
掲
論
文
、
=
九
八
二
九
九
頁
。

帥
士
原
、
前
掲
同
論
文
、
四
五
六
頁
。

同
士
庫
、
ー
前
掲
同
論
文
、
四
五
人
頁
。

刷
費
安
生
「
財
産
時
価
予
定
損
益
の
処
分
法
に
関
し
大
原
信
久
氏
に
質
す
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
一
一
一
一
一
年
九
月
二
日
号
、
五
C
三
頁
。

明
世
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争
制

費
九
十
四
巻

1i 
七

第
三
号



明
治
=
干
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争
帥

第
九
十
四
巻

五
ノ¥

第
一
ニ
号

'" 

制
加
藤
吉
松
「
聖
宜
生
に
答
ふ
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
三
三
年
九
月
一
六
日
号
予
六
一
五
頁
。

帥
大
原
、
前
掲
制
論
文
、
一
三

E
。

帥
同
。
d
q
o
E
・
R-a-c・回目同日

制
開
。
〈
日
夕
恥

Q

・
C
・
ω'hFlp

悼
上
野
道
特
別
『
新
稿
貸
借
対
照
表
論
』
昭
和
一
七
年
、
四
二
七

E
u

帥
呂
町
・
問
。
〈
2
o・
s
-
a
C
4
ω

呂恥旧日間・

帥
小
菅
敏
郎
「
コ
プ
エ
ロ
の
評
個
論
L

日
本
会
計
学
会
編
『
評
価
学
説
研
究
|
i評
価
問
題
研
究
E
』
昭
和
一
一
一
年
、
二
ハ
一
頁
。

帥
却
鵬
、
前
掲

ω論
文
、
二
九
九
買
。

帥
加
藤
、
前
掲

ω論
文
、
一
一
九
九
頁
。

帥
件
康
雄
能
「
財
産
評
価
問
題
」
『
東
京
経
簡
雑
誌
』
明
泊
四
四
年
七
月
入
日
号
、
六

O
頁
。
性
藤
雄
能
「
財
産
目
録
と
其
記
載
価
掴
(
下
)
」
『
生
許
』
大
正

γ

九
年
二
月

号
、
一
二
二
頁
。

帥
右
掲
第
論
文
、
六

O
E。
右
揖
第
二
論
文
、
三
二
頁
。

帥
開
。
4
0吋

p
a
s
-
己、

ω・N
C
U

同

開

0
4
2
9
G
G
・
O
・-山・目。。

論
争
の
展
開
|
|
商
法
学
者
の
反
論

予
定
利
益
を
純
益
に
編
入
し
之
を
分
配
な
す
・
、
又
此
予
定
損
失
壱
じ
て
他

の
純
益
よ
り
直
ち
に
減
ず
る
等
は
全
く
其
当
を
得
ざ
る
も
の
な
り
、
」
と
い
う
主
張
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

志
に
、
当
時
の
法
律
学
者
は
か
か
る
前
提
自
体
を
認
め
ず
、
「
財
産
目
録
に
は
決
算
の
際
其
当
時
の
財
産
の
時
価
を
付
す
、
此
時
価
は
既

往
将
来
に
関
係
な
く
現
存
の
価
格
を
示
す
べ
き
も
の
と
す
、
故
に
此
価
格
若
し
原
価
よ
り
高
き
と
き
は
決
算
当
時
に
於
て
そ
れ
丈
付
財
産

以
上
考
察
し
て
き
た
簿
記
学
者
の
提
案
は
「
時
価



を
増
加
し
、
若
し
低
き
と
き
は
そ
れ
丈
け
財
産
を
減
少
す
、
而
し
て
財
産
の
増
加
は
其
原
因
の
如
何
に
拘
ら
ず
之
を
利
益
と
-
Z
ひ
、
其
減

少
を
損
失
と
云
ふ
と
と
計
算
上
の
通
則
な
る
が
故
、
財
産
の
時
価
損
益
も
亦
他
の
損
益
と
同
じ
く
純
粋
の
損
益
な
り
と
謂
ふ
」
見
解
を
い

*
 

だ
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
税
法
学
者
の
見
解
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た

Q

新
商
法
公
命
よ
り
一
カ
月
前
す
な
わ
ち
明
治
三
二
年
二
月
一
日
法
律
第
十
七
号
を
も
っ
て
改
正
さ
れ
た
所
得
税
法
は
、
そ
れ
に
よ
り
あ
ら
た
仁

課
税
す
る
こ
と
に
な
っ
た
第
一
種
法
人
所
得
の
「
算
定
」
法
に
関
し
、
第
四
条
第
一
項
一
号
に
お
い
て
、
「
第
一
種
ノ
所
得
ハ
各
事
業
年
度
総
益
金
ヲ

リ
同
年
度
総
損
金
ヲ
控
除
V
タ
ル
モ
ノ
ニ
依
ル
」
と
規
定
し
て
い
た
だ
け
で
、
肝
心
の
総
益
金
'
総
損
金
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
定
義
を
与
え
て
い
な
か

• っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
解
釈
は
税
務
行
政
当
局
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
当
時
主
税
局
内
国
税
謀
長
と
し
て
所
得
税
法
改
正
の
推

進
者
で
あ
っ
た
若
槻
礼
次
郎
は
「
総
益
金
ト
ハ
法
人
ノ
受
領
シ
タ
ル
一
切
ノ
収
入
ハ
勿
論
其
所
有
財
産
ノ
価
格
増
加
一
一
因
リ
生
シ
タ
ル
刺
益
そ
亦
之
ヲ

包
含
ス
ル
モ
ノ
ユ
シ
テ
総
損
金
ト
ハ
其
支
出
シ
タ
ル
一
切
ノ
経
費
ハ
勿
論
所
有
財
産
ノ
価
格
減
少
-
一
因
リ
生
ジ
タ
ル
損
失
モ
亦
之
ヲ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ナ

人
〕
と
解
釈
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
商
法
学
者
の
側
か
ら
、
簿
記
学
者
の
提
案
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
主
張
に
た
い
し
、
反
論
が
で
て
く
る
の
は
、
け
だ
し

当
然
の
成
行
で
あ
っ
た
が
、
商
法
修
正
案
起
草
委
員
と
し
て
商
法
改
正
の
推
進
者
の
一
人
で
あ
っ
た
法
科
大
学
教
援
岡
野
敬
次
郎
の
一
般

的
反
論
、
な
ら
び
に
愛
安
生
(
ペ
ン
ネ
ー
ム
エ
な
る
も
の
が
大
原
の
提
案
が
発
表
さ
れ
た
『
東
京
経
済
雑
誌
』
の
次
号
明
治
=
一
一
一
年
九
月
二

日
号
に
「
財
産
時
価
予
定
損
益
の
処
分
法
に
関
し
た
大
原
信
久
氏
に
質
す
」

lr一
題
し
て
寄
せ
た
反
論
の
要
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
価
が
原
価
壱
超
過
し
た
「
不
動
産
、
株
券
は
畢
覚
経
済
事
情
の
変
動
の
為
め
自
つ
か
ら
其
価
格
を
増
加
し
た
る
の
で
あ
っ
て
、

固
よ
り
会
社
の
営
業
其
も
の
か
ら
生
し
た
利
益
て
は
な
い
の
て
あ
る
、
常
業
の
成
績
如
何
に
依
ら
ず
、
謂
は
は
自
然
に
其
価
格
を
増
加
す

明
治
三
十
二
年
商
法
と
一
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
十
四
巻

五
九

第

号

主



明
治
三
十
三
年
商
法
と
一
評
価
損
益
論
争
川

第
九
十
四
巻

アミ

O 

第
三
号

ノ、

る
に
至
っ
た
の
て
あ
る
、
増
額
の
原
因
か
営
業
て
あ
る
と
、
経
済
事
情
の
変
動
て
あ
る
と
に
拘
は
ら
す
、
現
在
に
存
ず
る
突
換
価
格
に
見

積
り
之
を
財
産
目
録
に
上
ほ
す
は
決
し
て
法
律
の
規
定
ヒ
反
す
る
も
の
て
は
な
い
の
て
あ
る
、
然
る
に
近
頃
こ
の
点
に
付
き
大
に
議
論
す

る
簿
記
学
者
か
あ
る
、
共
諭
す
る
所
を
聞
く
に
、
純
然
た
る
営
業
上
の
収
益
な
る
も
の
と
、
経
済
事
情
の
変
動
の
為
め
に
生
し
た
芯
自
然

の
増
加
と
は
我
商
法
の
規
定
の
上
に
於
て
も
区
別
せ
ね
は
な
ら
由
、
会
社
に
存
っ
て
利
益
と
し
て
配
当
の
材
料
と
し
て
可
な
る
も
の
は
営

業
上
の
利
益
に
限
き
る
、
会
社
所
有
の
財
産
か
自
つ
か
ら
其
価
格
を
増
加
す
る
も
、
之
は
配
当
に
充
つ
へ
き
利
益
の
源
と
為
す
は
商
法
の

規
定
に
反
す
る
の
で
あ
る
と
諭
し
て
居
る
、
去
り
乍
ら
元
来
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
と
い
ふ
も
の
は
単
に
数
字
的
に
会
社
財
産
の
価
格

を
表
は
す
る
の
て
あ
る
、
而
し
て
之
壱
表
す
る
は
全
然
機
械
的
て
あ
っ
て
、
利
益
を
示
し
た
か
損
失
を
招
い
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
知
る
に

は
、
唯
財
産
に
属
す
る
分
と
債
務
に
属
す
る
分
左
差
引
計
算
す
る
の
一
方
法
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
其
差
引
計
算
の
結
果
か
利
益
を
示
し
、

且
其
利
益
の
額
か
何
程
て
あ
る
と
い
ふ
こ
と
か
、
明
瞭
て
あ
れ
は
、
尚
ほ
遡
ほ
っ
て
其
利
益
の
原
因
か
純
然
た
る
営
業
上
の
収
益
に
出
て

た
か
、
将
た
自
然
の
ふ
増
額
て
あ
る
か
を
探
究
す
る
は
簿
記
の
論
て
は
な
い
、

-
一
般
商
法
の
規
定
と
し
て
は
、
営
業
か
ら
生
し
た
利
益

り

*

て
あ
る
と
か
、
財
産
の
自
然
の
増
額
て
あ
る
と
か
い
ふ
区
別
は
認
め
て
な
い
の
て
あ
る
」
(
博
点
l
l高
寺
)

右
の
一
般
的
反
論
中
傍
点
を
付
し
た
個
所
は
、
「
我
商
法
上
の
規
定
の
上
に
於
て
も
」
を
「
簿
記
芋
上
」
と
、
「
商
訟
の
規
定
に
反
す
る
の
て

あ
る
」
を
「
簿
記
学
上
の
原
則
に
反
す
る
の
て
あ
る
」
と
、
「
簿
記
の
論
て
は
な
い
」
を
「
法
俸
の
論
て
は
な
い
」
と
、
読
み
か
え
た
方
が
あ
る
い
は

適
切
か
も
し
れ
な
い
。

司俳
「
要
す
る
に
時
価
を
以
て
財
産
の
価
格
壱
表
は
す
以
上
は
、
之
に
因
て
生
ず
る
所
の
損
益
亦
純
損
益
と
謂
は
ざ
る
可
か
ら
ず
、
」
「
故
に

仮
令
予
定
に
も
せ
よ
財
産
の
評
価
差
益
を
一
且
損
益
勘
定
に
加
算
す
る
こ
と
は
決
し
て
不
正
若
く
は
不
道
理
と
調
ふ
べ
き
に
非
ず
、
然
れ

ど
も
公
債
証
書
や
株
券
の
如
き
は
其
価
格
の
変
動
常
な
き
が
故
、
之
壱
所
有
す
る
も
の
は
平
素
価
格
の
変
動
に
備
ふ
る
を
以
て
安
全
の
策



な
り
と
す
、
而
し
て
其
之
に
備
ふ
る
や
相
当
の
準
備
積
立
金
を
設
く
る
も
一
法
な
り
、
次
季
の
繰
越
金
を
多
額
に
為
す
も
一
法
な
り
、
且

其
金
額
の
如
き
は
大
原
氏
の
示
す
が
如
く
常
に
其
差
金
と
同
額
を
以
て
満
足
す
べ
き
に
非
ず
、
何
と
な
れ
は
一
朝
若
し
恐
慌
に
際
せ
ば
此

額
尚
不
足
音
生
ず
る
の
恐
あ
れ
ば
な
り
、
是
放
に
予
は
財
産
の
時
価
予
定
損
益
を
純
損
益
に
加
ふ
る
こ
と
の
不
正
を
認
め
ず
、
単
に
財
産

の
時
価
予
定
変
動
に
対
す
る
準
備
の
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
を
認
む
る
の
み
日

1
ー
さ
ら
に
続
稿
と
し
て
明
治
三
一
一
年
一

O
月
一
一
一
日
号

に
発
表
さ
れ
た
「
加
藤
大
原
両
氏
の
財
産
時
価
評
価
損
益
処
分
法
壱
駁
す
」
に
お
い
て
、
右
の
主
張
を
補
強
し
て
|
|
「
加
藤
大
原
両
氏

の
新
案
号
発
表
せ
ら
れ
た
る
所
以
は
蓋
し
世
間
往
々
不
相
当
な
る
多
額
の
配
当
を
な
す
会
社
あ
る
を
見
、
其
弊
の
存
す
る
所
を
時
価
差
益

に
帰
し
た
る
が
為
め
之
を
分
配
せ
し
め
ざ
ら
ん
と
勉
め
た
る
も
の
L
如
し
、
其
意
嘉
す
べ
し
と
離
ど
も
両
氏
は
之
が
為
に
意
外
の
誤
謬
に

陥
れ
り
と
謂
は
ざ
る
可
か
ら
ず
、
何
と
な
れ
ば
時
価
差
益
な
る
利
益
を
強
い
て
損
益
勘
定
以
外
に
置
か
ん
と
慾
し
、
葦
強
附
会
の
説
を
余

な
す
に
至
り
た
れ
ば
な
り
、
余
の
見
を
以
て
す
れ
ば
時
価
差
益
を
純
益
に
加
ふ
る
こ
と
が
悪
し
き
に
あ
ら
ず
、
財
産
の
時
価
の
変
動
其
他
不

測
の
損
失
に
備
ふ
る
準
備
壱
設
く
る
の
寡
少
な
る
こ
と
悪
し
き
な
り
、
若
し
此
準
備
を
設
く
る
こ
と
多
額
な
ら
ば
会
社
の
基
礎
を
し
て
確

実
な
ら
し
む
こ
と
決
し
て
難
き
に
非
ざ
る
な
り
、

央
れ
両
氏
の
案
に
依
る
と
き
は
時
価
差
益
壱
純
益
に
加
へ
ず
、
之
を
以
て
時
価
の

変
動
に
対
す
る
準
備
の
如
く
見
倣
し
、
依
て
以
て
会
計
の
安
全
を
保
た
ん
と
す
る
に
在
れ
ど
も
、
此
法
に
拠
る
と
き
は
原
価
〔
よ
り
も
時
価
〕

の
高
か
り
し
も
の
に
対
し
て
は
準
備
の
額
少
な
く
、
時
価
と
原
価
と
同
一
な
り
し
場
合
に
は
厘
喜
の
準
備
を
存
せ
ざ
る
と
と
と
な
り
文
損

失
の
場
合
に
は
商
法
に
依
り
て
之
を
填
補
す
と
一
声
ひ
て
暗
に
其
填
補
す
べ
き
額
即
ち
時
価
変
動
に
対
す
る
準
備
は
時
価
差
損
額
に
て
可
な

る
こ
と
を
示
せ
り
、
是
れ
決
し
て
安
全
な
る
準
備
法
と
詞
ふ
べ
か
ら
ず
、
何
と
な
れ
ば
時
価
の
変
動
に
対
す
る
準
備
は
遠
く
将
来
壱
慮
り

て
之
壱
加
減
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
物
品
の
原
価
を
以
て
之
が
標
準
と
な
す
べ
き
に
非
ざ
れ
ば
な
り
、
両
氏
の
案
に
於
て
は
将
来
ピ
於
け

る
時
価
の
下
落
若
し
幸
に
原
価
以
上
に
止
ま
ら
ば
差
益
を
以
て
補
充
し
得
べ
き
も
、
不
幸
に
し
て
原
価
以
下
に
降
る
と
舎
は
準
備
に
不
足

明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争
制
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十
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号
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明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
柿
損
益
箭
争

ω

第
九
十
四
巻

六

第

号

ノ¥

を
生
ず
ベ
し
、
加
之
差
益
を
純
益
以
外
に
置
く
と
き
は
其
他
の
利
茶
即
ち
営
業
利
益
は
悉
皆
之
を
配
当
す
る
も
、
我
会
計
は
安
全
な
り
と

の
誤
解
を
招
き
、
随
て
時
価
変
動
に
対
す
5
準
備
の
額
を
時
価
差
誌
の
額
に
止
め
、
其
以
上
は
設
け
ざ
る
の
弊
に
陥
り
易
し
、
是
れ
即
ち

一
の
弊
壱
防
が
ん
と
慾
じ
て
他
の
弊
を
迎
ふ
る
も
の
と
謂
は
ぎ
る
べ
か
ら
ず
、
」

さ
て
、
以
上
引
用
し
た
よ
う
な
愛
安
の
「
財
産
時
価
予
定
損
益
の
処
分
法
に
関
し
大
原
信
久
氏
に
質
す
」
(
開
治
一
二
一
一
年
九
月
二
日
)
正
題
す

る
反
論
が
『
東
京
経
済
雑
誌
』
に
発
表
さ
れ
る
や
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
同
誌
上
に
お
い
て
「
財
産
時
価
損
益
処
分
法
に
関
す
る
円
加
藤
〕

大
原
信
〕
氏
と
愛
安
氏
と
の
論
争
」
が
さ
ら
に
、
加
藤
「
愛
安
生
に
答
ふ
」
〔
明
治
三
二
年
九
月
一
六
日
号
)
l↓
愛
安
「
財
産
目
録
に
関
し
加

藤
大
原
両
氏
に
質
す
」

(
明
治
一
三
年
九
月
三

O
E守〕
l
↓
大
原
「
財
産
目
録
時
価
予
定
損
益
処
分
法
に
闘
し
愛
安
氏
に
答
ふ
」

〔
明
治
三
二
年

一O
月
七
円
号
)
|
↓
愛
安
「
加
藤
大
原
両
氏
の
財
産
時
価
損
益
処
分
法
を
駁
す
」

こ
の
よ
う
に
、
右
の
「
論
争
は
:
:
数
回
を
重
ね
」
た
が
、
そ
の
問
、
大
原
の
誤
解
さ
れ
が
ち
な
不
用
意
な
用
語
の
意
味
が
明
確
に
さ

本

れ
た
点
を
の
ぞ
く
と
、
た
だ
水
か
け
論
的
に
「
双
方
其
所
信
を
発
表
」
す
る
だ
け
に
終
始
し
、
商
法
学
者
の
反
論
も
簿
記
学
者
の
当
初
の

提
案
を
ひ
っ
こ
め
さ
せ
志
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
部
分
的
に
修
正
さ
せ
る
こ
と
に
も
成
功
し
な
か
っ
た
。

〈
明
治
三
二
年
一

C
月
一
一
一
日
号
)
の
順
序
で
展
開
し
た
。

た
と
え
ば
、
愛
安
が
大
原
「
氏
の
論
に
日
く
、
財
産
の
一
評
価
よ
り
生
し
た
る
損
益
は
未
だ
実
際
仁
金
円
の
受
援
を
了
せ
ざ
る
が
故
、
之
を
似

て
純
損
益
に
加
ふ
A

か
ら
ず
と
、
果
し
て
然
ら
ば
決
算
の
際
受
取
る
べ
く
し
て
未
だ
受
取
ら
ざ
る
貸
金
円
利
子
及
仕
払
ふ
ベ
〈
し
て
未
だ
仕
払
は
ざ
る

借
金
叩
利
子
等
は
之
壱
如
何
に
処
分
す
べ
き
乎
、
斯
の
如
き
も
亦
未
だ
実
際
に
金
金
円
の
受
肢
を
為
さ
ざ
る
が
故
予
定
損
益
と
し
て
資
産
若
く
は
負
債

〔
の
側
〕
に
編
入
せ
よ
と
云
ふ
論
な
る
乎
、
蓋
し
氏
の
意
は
之
壱
も
損
益
に
編
入
す
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
に
は
非
ざ
る
べ
し
、
若
し
然
ら
ば
実
際
に
金
円

の
受
援
を
為
さ
丈
る
の
点
壱
以
て
純
損
益
に
編
入
す
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
の
論
拠
と
為
す
は
不
都
合
壱
免
れ
ざ
る
べ
ぃ
、
」
と
質
し
た
の
に
た
い
し
、
加

藤
は
「
大
原
氏
に
代
り
て
」
「
余
は
大
原
氏
の
所
謂
る
金
円
の
受
援
を
以
て
損
益
を
決
せ
む
と
為
す
者
に
非
ず
、
要
は
唯
既
定
は
純
損
益
に
加
ふ
べ
き

制ド



也
、
予
定
は
加
ふ
へ
か
ら
ず
と
云
ふ
に
あ
り
、
共
れ
既
定
は
権
利
義
務
の
明
瞭
た
る
者
な
り
、
捗
の
請
取
る
べ
く
し
て
未
だ
受
取
ら
ざ
る
利
子
及
仕
払

ふ
ベ

t
し
て
未
だ
仕
払
は
ざ
る
利
子
等
は
最
早
共
の
権
利
義
務
の
確
定
し
た
る
者
忙
し
て
予
定
の
者
に
非
ざ
れ
ば
純
損
益
た
る
や
今
更
ら
喋
々
ナ
る
迄

も
無
き
事
に
し
て
、
大
原
氏
の
意
も
悲
し
之
れ
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
、
」
と
答
え
、
大
原
兵
も
ま
た
「
予
の
所
謂
金
円
受
授
に
付
て
仕
、
既
仁
取
引
の
終

り
た
る
と
、
未
た
終
ら
ざ
る
と
の
区
別
に
し
て
、
而
し
て
加
藤
氏
巳
に
排
答
し
た
る
予
定
既
定
の
説
に
由
て
明
か
h
U
L

り
と
の
べ
て
い
た
。

事
実
、
右
の
論
争
に
お
い
て
塑
記
学
者
と
し
て
商
法
学
者
の
反
論
を
う
け
て
た
づ
た
大
原
は
そ
の
後
も
説
を
変
え
る
こ
と
な
〈
、
彼
が

論
争
後
ほ
ぽ
二
年
を
経
過
し
た
明
治
三
四
年
八
月
に
『
法
律
新
聞
』
に
発
表
し
た
「
商
法
中
財
産
目
録
及
貸
借
対
照
表
調
製
じ
関
す
る
私

克
」
を
み
て
も
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
当
初
の
提
案
を
そ
の
ま
ま
繰
返
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
a

「
商
法
第
廿
六
条
の
規
定
に
従
ひ
、
財
産
目
録
及
貸
借
対
照
表
を
調
製
す
る
〔
に
〕
は
其
価
格
記
入
の
標
準
を
左
の
範
囲
内
に
制
限
す
る

を
要
す、

有
価
証
券
及
貸
物
は
財
産
自
鉄
及
貸
借
対
照
表
を
調
製
す
る
現
時
に
於
け
る
取
引
所
又
は
市
場
価
格
を
以
て
記
入
す
可
し

二
、
転
売
の
目
的
に
非
ず
し
て
継
続
的
営
業
の
為
に
定
め
た
る
財
産
も
亦
同
じ山

手

三
、
前
二
項
の
価
格
が
払
込
金
額
、
買
入
価
格
、
製
造
価
格
及
び
実
費
決
算
額
を
超
過
し
た
る
と
き
若
し
く
は
減
少
し
た
る
と
き
は
之

を
損
失
若
く
は
利
益
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
を
得
ず

但
し
有
価
証
券
に
対
し
て
其
買
入
後
尚
払
込
を
為
し
た
る
と
き
は
其
買
入
た
る
価
格
と
其
の
払
込
た
る
金
額
と
を
合
併
し
た
る
額

を
以
て
買
入
価
格
と
看
散
す

四

晴
雄

此
評
価
に
由
り
て
超
過
し
た
る
価
格
〔
未
実
現
利
益
〕
は
特
に
之
壱
貸
借
対
照
表
の
借
方
〔
負
債
・
資
本
の
側
〕
に
記
載
し
若
く
は
減
少

し
た
る
と
き
は
之
〔
禾
実
現
損
失
〕
を
貸
方
〔
資
産
の
側
〕
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
す

明
治
一
二
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
十
四
巻

"-ノ、

第
三
号

九



明
治
一
二
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

五
、
財
産
の
減
少
し
た
る
価
格
〔
未
実
現
損
失
〕
を
貸
借
対
照
表
の
貸
方
〔
資
障
の
側
〕

現
利
益
か
ら
〕
控
除
し
た
る
後
に
非
ざ
れ
ば
利
益
の
配
当
を
為
す
こ
と
を
得
ず

第
九
十
四
巻

第
= 
号

O 

プ弓
田

に
記
載
す
る
と
き
は
之
に
相
当
す
る
準
備
金
を
口
実

六
、
資
本
金
諸
積
立
金
其
他
の
債
務
若
く
は
純
益
は
貸
借
対
照
表
の
借
方
〔
負
債
資
本
の
棚
〕
に
記
入
し
所
有
財
産
其
他
の
債
権
若
く
は

純
損
は
貸
方
〔
資
産
の
側
〕
に
記
入
れ
」

キ
明
治
コ
三
年
法
律
第
六
十
四
号
「
私
設
鉄
道
法
第
二
十
条
一
一
基
キ
発
セ
ラ
レ
タ
ル
閥
治
ゴ
一
十
三
年
逓
信
省
令
第
三
十
二
号
私
設
鉄
道
会
社
ム
F
計

準
則
第
九
条
ハ
財
産
目
録
一
一
記
入
月
ル
価
格
ハ
左
ノ
標
準
一
一
拠
ル

一
有
価
証
券
ハ
目
輯
調
製
ノ
現
時
一
一
於
ケ
ル
価
格
カ
其
ノ
賀
入
代
価
又
ハ
払
込
金
額
ヲ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
買
入
代
価
又
ハ
払
A
金
額
ヲ
以
7
記
入

スへ

V

」
一
其
ノ
他
ノ
財
産
ハ
実
費
決
骨
襖
ヲ
以
テ
記
入
凡
へ
ゲ

町

E
」
商
法
の
時
価
評
価
規
定
に
た
い
す
る
例
外
規
定
壱
設
け
、
「
有
価
証
券
に
付
て
は
低
価
主
義
-
其
の
他
の
財
産

ι付
て
は
原
価
主
義
を
採
っ
」

て
い
た
が
、
そ
こ
に
で
て
く
る
「
実
費
決
算
額
」
と
は
鉄
道
財
産
の
建
設
ま
た
は
取
得
に
要
し
た
原
価
を
意
味
し
て
い
た
。

水
本
大
原
は
、
簿
記
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時
の
商
法
学
者
と
同
じ
よ
う
に
、
貸
借
対
照
表
の
「
借
方
に
は
当
然
会
社
法
人
自
身
の
義
務
を
示

し
、
貸
方
に
は
当
然
会
社
法
人
自
身
の
権
利
を
示
す
べ
き
も
の
な
り
、
然
る
に
当
今
新
聞
紙
上
に
於
て
各
実
業
家
の
報
告
せ
ら
る
も
の
を
見
る
に
、
往

々
之
に
反
し
借
方
に
資
産
、
貸
方
に
負
債
を
示
す
も
の
あ
り
、
之
れ
全
く
調
製
者
の
誤
謬
に
出
で
た
る
も
の
に
し
て
、
〔
旧
〕
商
法
第
三
十
二
条
に
規

制

定
せ
ら
れ
た
る
会
社
法
人
の
貸
方
借
方
を
対
照
し
て
調
製
す
べ
し
と
畑
旨
に
反
せ
る
も
の
な
り
、
」
と
、
「
積
極
的
財
産
及
ヒ
損
失
ヲ
貸
方
ト
為
シ
消
謹

的
財
産
其
他
現
ユ
有
セ
サ
ル
ヘ
カ
ヲ
サ
ル
金
額
及
ヒ
利
益
ヲ
借
方
ト
ゐ
」
す
説
寺
と
っ
て
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
い
う
借
方
貸
方
は
、
簿
記

学
上
の
通
説
か
ら
み
れ
ば
、
ま
さ
に
内
身
が
逆
で
あ
3

た。

ω
大
原
「
財
産
自
晶
調
製
の
際
侍
価
予
定
損
益
を
純
損
益
に
編
入
す
る
の
可
再
を
諭
す
L

『
」
東
京
桂
済
雑
誌
』
明
治
=
一
一
年
八
月
一
二
ハ
日
号
、
四
五
六
頁
。

ω
霊
安
生
「
加
藤
犬
原
両
氏
の
財
産
時
値
損
益
処
分
法
を
駈
す
」
『
東
京
経
皆
雑
誌
』
明
浩
三
戸
一
年
一

O
月
一
二
日
号
、
人
七
人
頁
。



同
『
明
治
酎
政
史
』
第
六
春
、
明
治
=
七
年
、
一
回
頁
。

判
尼
子
止
『
平
民
半
相
岩
槻
礼
抗
郎
』
大
正
一
五
年
、
二
O
七
l
一「
O
λ
頁
、
書
照
。

M
W

岩
槻
礼
次
郎
『
現
行
租
税
法
論
』
(
和
仏
法
律
空
夜
明
惜
一
二
一
一
一
年
刑
義
録
)
、
二
八
二
頁
。

同
志
田
押
太
郎
『
同
主
商
法
論
-
舵
論
』
明
治
一
ニ
一
一
年
、
九
一
一
ー
一

O
三
頁
、
参
照
。

M
W

岡
野
敬
抗
郎
「
財
産
目
録
貸
借
対
照
表
に
就
て
」
『
法
学
新
報
』
明
治
三
五
年
一
月
号
、
二
一
一
一
五
頁
。

同
霊
安
、
前
掲
ゆ
論
文
、
八
七
人
買
。

帥
愛
安
「
肘
産
時
価
予
定
損
益
の
処
分
法
に
関
し
大
原
信
久
氏
に
質
す
」
『
東
京
経
南
雑
誌
』
明
治
三
二
年
九
月
二
日
号
、
五

O
三
頁
。

帥
唾
安
、
前
掲

ω論
文
、
八
七
九
頁
a

帥
君
主
一
尽
経
済
雑
誌
』
明
治
一
ニ
一
一
年
一

O
月
一
一
一
日
号
、
八
七
九
氏
。

助
右
同
ロ

同
右
向
。

同
愛
宏
、
前
掲
例
論
文
、
五

O
二頁。

時
並
藤
「
愛
安
生
に
答
ふ
」
『
東
京
経
開
雑
誌
』
明
治
三
三
年
九
月
一
六
日
号
、
六
一
回
頁
。

帥
大
原
信
久
「
財
産
時
価
予
定
損
益
処
分
法
に
関
し
霊
安
氏
に
答
ふ
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
豆
二
年
一

O
月
七
日
号
、
七
七
二
頁
。

帥
大
原
信
久
「
商
法
中
財
産
日
韓
及
貸
借
対
照
表
調
製
に
関
す
る
私
見
」
『
法
律
新
聞
』
明
治
三
四
年
八
月
二
百
号
、
=
一
頁
ロ

崎
松
本
『
商
法
総
則
』
九
和
仏
法
律
羊
校
明
治
一
二
六
年
度
講
義
案
)
、
一
八
七

1
一
入
入
買
。

同
位
臨
堆
能
『
敵
道
会
計
研
究
』
昭
和
一
一
一
年
、
三
頁
。

帥
大
原
信
久
「
貸
借
対
照
表
の
誤
謬
」
『
東
京
経
情
雑
誌
ι
明
治
=
一
一
年
一
一
一
月
一

O
日
号
、
一
三
二
ハ
買
。

刷
志
田
、
前
掲
書
、
三
三
三
頁
。

明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
十
四
巻

一
六
五

第

号


